
福
建
等
処
承
宣
布
政
使
司
は
、
敬
し
ん
で
昧
批
を
録
せ
る
抄
摺
も
て
行
知
せ
ん
が
事

の
為
め
な
り
。

乾
隆
二
十
一
年
三
月
十
四
日
、
奉
け
と
り
た
る
総
督
部
堂
喀
（
爾
吉
善
）
の
憲
牌
に

『
照
得
す
る
に
、
本
部
堂
、
繕
摺
具
奏
す
、
「
琉
球
太
平
山
番
人
梅
公
氏
等
の
夷
船

め
し

風
に
遭
い
、
履
（
門
）
に
瓢
す
。
勧
行
じ
て
、
憮
郎
し
、
船
を
修
し
、
口
糧
を
資
給

し
、
護
送
し
て
（
福
建
）
省
に
至
り
て
安
頓
し
、
琉
球
貢
船
の
国
に
回
へ
る
を
侯
ち
、

其
を
し
て
開
駕
同
行
せ
し
め
ん
等
因
」
と
。
乾
隆
二
十
一
年
正
月
二
十
四
日
に
子
い

て
奏
し
、
二
月
二
十
三
日
誅
批
を
奉
到
け
と
り
た
る
に
、
「
知
道
了
。
此
を
欽
み
、

欽
み
遵
え
」
と
あ
り
た
れ
ば
、
合
就
ち
に
抄
摺
も
て
行
知
せ
ん
と
し
て
牌
を
備
え
て

ぉ
＜

司
（
布
政
使
司
）
に
行
り
、
奏
摺
内
の
昧
批
を
奉
じ
た
る
事
理
に
照
依
し
て
即
便
に

転
行
し
、
欽
遵
し
て
査
照
弁
理
せ
し
め
、
該
司
俯
お
即
ち
に
詳
を
叙
し
て
先
ず
呈
請

を
行
い
、
部
に
容
し
て
違
う
こ
と
母
か
れ
等
因
』
と
あ
り
。

お
も

計
発
し
た
る
抄
摺
一
紙
の
内
に
開
く
、
【
奏
聞
の
事
の
為
め
な
り
。
窃
か
に
照
う
に
、

本
年
正
月
十
六
日
、
福
建
海
防
興
泉
永
道
白
湿
水
洞
堤
標
中
軍
参
将
王
陳
栄
の
報
称

に
拠
れ
ば
、
『
乾
隆
二
十
年
十
二
月
十
四
日
、
琉
球
番
人
梅
公
氏
・
上
官
氏
等
三
十

史
料

梅
公
氏
等
漂
流
一
件
注
記

糸

数

兼

治

六
名
、
嬰
蓬
船
一
隻
に
駕
し
、
風
に
逢
い
、
履
（
門
）
に
魏
す
。
該
地
飛
弁
し
て
船

に
到
り
査
験
し
た
る
に
、
該
船
の
大
脆
蓬
舵
倶
に
已
に
失
去
す
。
夏
門
に
は
並
え
て

し
る

琉
球
の
番
語
に
諦
暁
す
る
通
事
無
き
に
因
り
、
随
い
て
字
を
写
し
て
問
う
。
番
目
梅

公
氏
等
、
字
を
写
し
て
回
称
す
る
に
拠
れ
ば
、
「
大
琉
球
内
太
平
山
の
船
に
係
る
。

お
く

米
粟
を
年
貢
せ
ん
が
為
め
、
五
月
二
十
四
日
に
干
い
て
解
り
て
王
府
地
方
に
至
り
交

納
し
、
十
一
月
二
十
七
日
王
府
に
在
い
て
開
行
し
、
太
平
に
回
ら
ん
と
欲
す
。
一
路

た
す

風
に
遭
い
此
の
地
に
瓢
至
す
。
一
人
の
駕
を
粗
く
る
も
の
を
求
め
（
得
て
）
福
建
に

す
こ

至
ら
ば
、
琉
球
館
中
就
ち
好
く
商
量
し
て
回
去
せ
し
め
ん
。
船
内
並
し
も
貨
物
無
く
、

す
で

お
わ

亦
た
抱
械
無
し
。
銭
米
は
已
経
に
用
い
完
れ
り
等
語
」
と
。
当
即
ち
に
酒
肉
を
賞
給

し
、
名
を
按
じ
て
口
糧
を
給
与
し
、
初
お
虹
隻
を
将

っ
て
内
港
に
導
入
し
、
兵
役
を

派
撥
し
て
防
護
せ
し
め
た
り
等
情
』
前
み
来
た
る
。
臣
、
即
ち
に
報
に
拠
り
て
藩
司

（
布
政
司
）
に
飛
行
し
、
井
び
に
（
巡
）
憮
・
提
（
標
）
二
臣
に
容
明
し
、
即
ち
に

ひ
き

該
船
よ
り
選
撥
せ
る
熟
識
水
手
と
共
役
の
差
員
と
を
将
い
て
護
送
し
、
至
り
て
福
防

庁
街
門
に
有
交
し
て
収
管

（小
）
心
に
防
護
せ
し
め
、
琉
球
貢
船
の
回
国
す
る
を
侯

ち
、
其
を
し
て
開
駕
同
行
せ
し
む
。
其
の
損
壊
の
脆
柁
・
風
蓬
・
槙
槙
等
の
項
は
、

匠
を
召
し
、
動
項
を
勘
佑
し
て
興
修
せ
し
め
、
日
を
按
じ
、
口
を
按
じ
て
口
糧
を
資

給
し
、
務
め
て
意
を
加
え
て
撫
憔
安
頓
し
、
例
に
照
ら
し
て
安
弁
し
て
失
を
致
す
所

母
か
ら
し
め
、
以

っ
て
仰
い
で
、
我
が
皇
上
、
遠
人
を
懐
柔
し
、
難
番
を
衿
郎
す
る

す
べ
て

の
至
意
に
副
わ
ん
と
す
。
所
有
の
動
用
し
て
船
に
備
う
る
の
口
糧
等
の
項
は
、
事
竣

わ
り
実
を
核
ぺ
て
部
に
報
じ
、
容
も
て
井
び
に
陳
明
せ
し
め
ん
。
此
が
為
に
恭
し
く

摺
も
て
奏
聞
す
。
伏
し
て
祈
る
ら
く
は
聖
黎
あ
ら
ん
こ
と
を
。
謹
ん
で
奏
す
】
と
あ

り
。
此
を
奉
け
、

み
ざ

又
、
前
の
事
の
為
め
な
り
。
本
年
三
月
二
十
七
日
、
奉
け
と
り
た
る
巡
撫
部
院
鐘
（
音
）

の
批
に
は
、
【
本
司
詳
す
、
『
査
得
し
た
る
に
、
琉
球
国
太
平
山
夷
人
梅
公
氏
等
、
乾
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す
で

隆
二
十
年
十
二
月
十
四
日
に
干
い
て
風
を
被
け
、
夏
（
門
）
港
に
瓢
入
し
、
経
に
営

庁
、
稟
報
す
。
督
憲
の
奏
報
し
て
欽
し
ん
で
昧
批
を
奉
け
、
司
に
行
り
た
る
を
奉
け

と
り
た
る
に
、
欽
遵
せ
よ
と
あ
り
。
本
司
、
査
す
る
に
、
乾
隆
十
九
年
、
琉
球
国
難

夷
豊
宇
望
等
一
十
九
名
、
風
を
被
け
台
（
湾
）
に
到
る
に
、
護
送
し
て
（
福
建
）
省

に
来
た
ら
し
め
、
安
挿
す
る
の
日
を
以
っ
て
始
め
と
為
し
、
毎
人
に
日
に
米
一
升
．

—

塩
菜
銀
六
厘
を
給
し
、
回
国
の
日
、
行
糧
一
箇
月
を
給
し
て
以
っ
て
長
途
の
食
用
に

資
す
。
又
、
毎
人
に
別
に
担
藍
布
四
疋
．
棉
花
四
疋
・
茶
葉
・
姻
莞
各
一
肋
を
賞
給

し
、
別
に
猪
一
ロ
・
羊
一
牽
・
酒
一
埋
を
共
給
せ
り
。
蘇
に
梅
公
氏
三
十
六
名
は
署

福
防
同
知
奇
寵
格
の
申
報
に
拠
れ
ば
、
「
乾
隆
二
十
一
年
二
月
初
九
日
、
腹
（
門
）

自
り
船
に
駕
し
、
護
送
せ
ら
れ
て
省
に
到
る
の
と
き
、
即
ち
に
是
の
日
に
千
い
て
験

明
安
挿
し
て
館
に
入
る
。
塩
菜
・
ロ
糧
・
賞
質
の
布
棉
・
姻
豹
・

茶
葉
等
の
項
は
、

み
ぎ

例
に
照
ら
し
て
給
発
す
る
を
除
く
の
外
、
所
有
の
猪
・
羊
・
酒
の
三
項
は
、
此
の
次

人
数
較
々
多
く
、
応
に
加
倍
し
て
賞
給
す
べ
き
に
似
た
り
」
と
。
接
貢
船
隻
返
綽
の

日
に
は
、
各
々
に
行
糧
一
箇
月
を
給
し
、
遣
発
連
粽
し
て
回
国
せ
し
め
、
需
む
る
所

の
銀
両
は
統
べ
て
乾
隆
二
十
一
年
に
存
す
る
公
項
の
下
に
在
い
て
動
撥
し
、
事
竣
わ

れ
ば
造
冊
、
詳
請
、
容
錯
せ
し
め
ん
。
是
れ
理
と
し
て
合
に
例
を
査
し
て
詳
報
す
べ

立
さ

き
や
否
や
、
伏
し
て
憲
台
の
察
を
候
ち
、
該
に
部
に
容
す
べ
し
等
由
』
と
。
批
を
奉

け
た
る
に
、
「
仰
い
で
督
部
堂
（
の
批
示
）
を
候
ち
、
部
に
容
せ
。
緻
せ
】
と
あ
り
。

此
を
奉
け
、

又
、
稟
報
の
事
の
為
な
り
。
本
年
三
月
二
十
七
日
、
奉
け
と
り
た
る
巡
撫
部
院
鐘
（
音
）

の
批
に
は
、
【
福
防
庁
の
稟
称
に
拠
れ
ば
、
『
切
に
照
う
に
、
琉
球
国
太
平
山
夷
人
梅

公
氏
等
三
十
六
名
、
風
に
遭
い
、
履
門
に
瓢
収
す
。
経
に
腹
防
庁
通
報
す
、
「
該
夷
、

原
と
駕
り
た
る
船
隻
を
将
っ
て
修
葺
し
、
舵
エ
水
手
を
雇
募
し
、
代
わ
り
て
駕
験
を

為
さ
し
め
ん
」
と
。
乾
隆
二
十
一
年
二
月
初
九
日
に
子
い
て
、
差
役
護
送
せ
し
め
、

省
に
到
り
た
り
。
当
経
ち
に
卑
職
館
駅
に
安
挿
し
、
井
び
に
該
番
船
に
赴
き
査
験
し

た
る
に
、
僅
か
に
木
箱
一
十
箇
有
り
。
内
に
線
香
を
蔵
貯
す
。
小
木
箱
三
十
余
箇
は
、

内
に
盛
装
の
―
二
件
の
衣
服
有
り
。
大
小
の
曜
六
十
箇
、
内
、
食
塩
を
装
貯
す
る
に

係
る
も
の
毎
罐
約
十
余
肋
有
り
。
当
経
ち
に
具
文
し
て
藩
司
に
詳
報
し
、
核
転
す
る

こ
と
案
に
在
り
。
卑
職
誠
に
恐
る
、
水
梢
人
等
従
中
、
或
い

は
別
に
違
禁
の
貨
物
の

隠
匿
暗
蔵
す
る
有
り
て
、
遺
凝
せ
ら
る
る
を
致
さ
ん
こ
と
を
。
当
経
ち
に
五
虎
司
に

転
勧
し
、
該
難
夷
の
行
李
・
雑
物
を
搬
運
し
て
館
に
進
む
の
時
に
子
い
て
、
心
を
留

め
て
是
れ
原
と
報
じ
た
る
数
目
と
相
符
す
る
や
否
や
を
稽
察
せ
し
め
、
抑
々
或
い
は

ぉ
ゎ

尚
し
隠
匿
し
て
多
く
帯
ぶ
る
の
処
有
ら
ば
、
勧
し
て
細
査
稟
報
せ
し
め
去
後
れ
り
。

続
い
で
、
本
月
初
―
―
―
日
に
子
い
て
、
該
巡
検
魯
如
洵
の
稟
称
に
拠
れ
ば
、
「
遵
査
す

る
に
、
難
夷
は
、
二
月
二
十
六
、
二
十
七
等
の
日
に
子
い
て
、
雑
物
・
行
李
を
将

っ

て
、
陸
続
と
し
て
搬
運
し
て
館
に
進
む
」
と
。
卑
職
、
遵
即
に
逐
一
其
の
中
を
細
査

し
た
る
に
、
並
し
も
、
夷
、
違
禁
の
貨
物
を
帯
ぶ
る
無
し
。
惟
だ
捜
出
せ
る
草
包
三

す
べ

た

だ

み

ず

百
余
箇
は
倶
て
塩
肋
に
係
る
。

随
即
ち
に
琉
球
国
存
留
通
事
毛
景
成
と
会
同
に
親
か

ら
館
内
四
桐
楼
下
、
頓
塩
の
処
所
に
詣
り
、
包
を
逐

い
て
査
点
す
る
も
の
共
計
三
百

五
十
包
、
毎
包
秤
の
重
さ
五
十
肋
な
り
。
内
に
六
十
包
の
塩
有
り
。
之
を
原
と
の
包

に
較
ぶ
る
に
欠
少
あ
り
。
称
に
拠
れ
ば
、

「
紅
底
に
放
在
し
て
水
を
被
む
り
、

浸
消

＊
こ
と

す
。
宴
に
共
に
食
塩
一
万
六
千
余
肋
は
、
理
と
し
て
合
に
稟
報
す
べ
し
等
情
」
と
。

此
を
拠
け
た
れ
ば
、
卑
職
、
隔
即
ち
に
親
か
ら
琉
球
館
駅
の
、
塩
触
を
安
頓
す
る
の

処
所
に
詣
た
り
、
査
点
し
た
る
に
、
異
な
る
無
し
。
当
即
ち
に
夷
官
の
通
事
に
伝
到

し
て
訳
せ
し
む
。
難
夷
梅
公
氏
等
の
供
称
に
拠
れ
ば
、
「
這
の
塩
は
是
れ
本
国
中
山

す

も

の

地
方
に
在
り
て
買
回
し
、
太
乎
山
に
帯
び
て
日
食
と
作
さ
ん
と
要
る
的
な
り
」
と
。

小
番
人
・
憫
従
、
曾
っ
て
中
国
に
到
過
せ
ざ
る
に
因
り
、
中
国
の
法
度
を
知
ら
ず
、

帯
ぶ
る
所
、
太
だ
多
く
、
禁
令
を
犯
す
こ
と
有
ら
ん
こ
と
を
恐
伯
す
。
此
の
故
に
蔵
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し
て
船
底
下
に
在
り
。
前
日
履
門
に
在
る
の
時
節
、
未
だ
曾

っ
て
報
出
せ
ず
。
所
以

に
省
に
到
る
も
亦
た
敢
え
て
回
明
し
て
験
を
請
わ
ず
、
前
後
互
い
に
異
な
る
こ
と
有

ぉ
ゎ

る
を
致
す
。
如
今
、
已
に
数
を
尽
く
し
て
館
内
に
搬
在
し
了
れ
り
。
這
是
の
小
番
人
、

た
め

察
を
求
め
ん
が
起
見
の
情
を
知
る
無
し
。
又
、
問
う
、
弥
門
の
説
う
と
こ
ろ
に
拠
れ

ば
、
這
の
塩
は
是
れ
琉
球
中
山
に
在
り
て
買
回
し
、
日
に
食
す
と
。
今
般
已
に
風
に

あ
っ

遭
う
。
伽
憫
、
是
れ
難
を
被
く
る
の
番
人
は
、
中
国
優
＜
憮
憔
を
加
え
、
凡
て
船
上

も
の

も

す

こ

ぜ

の
東
西
は
原
と
よ
り
許
す
。
伽
、
全
数
具
報
す
る
も
並
し
も
是
な
ら
ざ
る
無
し
。
何

の
害
伯
か
有
ら
ん
。
中
国
の
塩
肋
は
、
都
て
官
商
に
由
り
て
給
買
す
。
若
し
禁
に
違

ひ
そ

い
て
私
か
に
販
る
こ
と
有
ら
ば
、
即
ち
に
私
塩
の
例
に
照
ら
し
て
罪
を
治
せ
ん
。
伽

憫
、
何
為
ぞ
塩
肋
を
隠
隔
す
る
や
。
紅
底
に
装
在
し
て
匿
し
て
報
験
せ
ざ
る
は
、
這

れ
明
ら
か
に
是
れ
人
の
勾
引
す
る
も
の
有
り
て
、
弥
と
私
買
私
売
し
て
弊
を
作
さ
ん

と
す
る
な
り
と
。
実
に
拠
り
て
供
せ
し
め
、
訳
供
せ
し
め
た
る
に
、
委
く
小
番
人

iFi

に
係
る
な
れ
ば
、
中
国
の
法
度
を
知
ら
ず
、
心
上
、
帯
ぶ
る
所
太
だ
多
く
、
些
か
便

な
ら
ざ
る
有
る
を
害
伯
し
、
敢
え
て
具
報
せ
ざ
り
し
な
り
。
従
中
も
、
並
し
も
敢
え

ひ
と

て
人
家
と
勾
引
し
、
私
買
私
売
の
情
弊
あ
ら
ず
。
這
れ
、
総
べ
て
是
れ
、
外
番
愚
民

の
無
知
の
致
す
所
に
し
て
、
未
だ
詳
ら
か
に
察
せ
ざ
る
な
り
等
、
供
す
。
此
れ
を
拠

文
さ

け
た
れ
ば
、
該
に
卑
職
、
遵
い
て
査
す
べ
し
。
琉
球
難
番
梅
公
氏
等
、
本
国
中
山
地

方
に
在
り
て
食
塩
を
買
回
す
。
違
禁
の
貨
物
に
非
ず
と
雖
ど
も
、
但
だ
応
に
船
底
に

す
で

暗
蔵
し
て
隠
匿
す
る
は
、
報
ぜ
ざ
る
ぺ
か
ら
ず
。
業
経
に
、
卑
職
、
五
虎
司
に
筋
行

し
て
逐
一
捜
査
し
、
原
と
報
じ
た
る
六
十
罐
を
除
く
の
外
、
別
に
草
包
三
百
五
十
包
、

計
重
さ
一
万
六
千
余
肋
有
り
。
訳
訊
す
る
に
、
該
難
夷
の
供
称
に
、
「
中
国
の
法
度

お

そ

こ

ゆ

え

を
知
ら
ず
、
数
、
過
多
に
し
て
禁
令
を
犯
す
有
る
を
恐
為
れ
、
是
の
以
に
反
（
門
）

に
在
り
て
未
だ
経
に
報
明
せ
ず
、
省
に
到
り
て
も
亦
た
、
敢
え
て
回
明
し
て
験
を
請

わ
ざ
る
な
り
」
と
あ
り
。
再
四
窮
詰
す
る
に
、
委
く
別
の
情
無
し
。
随
い
て
厳
に
夷

官
通
事
に
論
し
、
塩
肋
を
将

っ
て
加
謹
収
蔵
せ
し
め
、
夷
人
の
日
食
に
資
す
る
を
除

く
の
外
、
余
は
本
船
回
国
の
時
を
侯
ち
て
、
初
に
即
ち
に
数
を
尽
く
し
て
運
回
せ
し

し
げ

め
、
民
人
を
勾
引
し
て
私
買
私
売
し
、
弊
賓
を
滋
く
す
る
を
致
す
を
許
す
こ
と
母
か

ら
し
む
。
理
と
し
て
合
に
摺
を
具
し
て
憲
台
の
察
核
示
遵
す
る
を
稟
請
す
等
由
』
と
。

ま

か
め
い

~

批
を
奉
け
た
る
に
、
「
稟
に
拠
れ
。
已
に
布
政
司
に
委
せ
仰
じ
て
、
転
勧
知
照
せ
し

め
た
り
。
例
に
督
部
堂
の
批
示
す
る
を
候
て
。
檄
せ
。
】
と
あ
り
。
此
を
奉
け
、

又
、
報
明
の
事
の
為
め
な
り
。
本
年
四
月
十
四
日
、
奉
け
と
り
た
る
巡
撫
部
院
鏑
（
音
）

の
批
に
は
、

【
本
司
詳
す
、
『
査
得
し
た
る
に
、
琉
球
国
王
を
冊
封
す
る
の
欽
差
正
副

使
全

（魁
）

・
周

（煙
）
は
、
二
月
初
九
日
に
千
い
て
、
京
自
り
起
程
し
、
部
の
発

う
け

せ
る
前
行
牌
も
て
沿
途
伝
逓
し
、
先
に
二
月
二
十
九
日
間
に
到
る
。
案
拠
と
り
た
る

蘭
県
の
詳
報
に
は
、
「
憲
台
の
批
を
奉
け
た
る
に
、
司
、
査
明
し
、
筋
に
遵
い
具
報

せ
よ
」
と
あ
り
。
当
経
ち
に
、
本
司
は
、
礼
部
の
題
明
せ
る
応
に
行
う
べ
き
の
事
宜

を
将
っ
て
、
備
に
容
文
に
叙
べ
、
勧
し
て
福
防
庁
に
発
り
、
転
じ
て
夷
官
に
給
し
て

収
領
せ
し
め
、
期
に
先
だ

っ
て
紅
に
駕
し
て
回
国
し
、
世
子
（
尚
穆
）
に
齊
し
交
し
、

預
じ
め
備
う
る
を
知
ら
し
め
、
井
び
に
報
明
せ
し
む
る
こ
と
案
に
在
り
。
絃
に
署

福
防
同
知
奇
丞
の
申
報
に
拠
れ
ば
、
「
琉
球
国
瓢
風
難
夷
梅
公
氏
の
船
隻
は
、
現
に

修
理
将
に
竣
わ
ら
ん
と
す
る
に
在
り
」
と
。
夷
官
の
議
に
拠
れ
ば
、
「
接
貢
船
上
の

総
管
一
名
梁
廷
輔

・
眼
伴

一
名
比
嘉

・
水
梢
二
名
与
納
嶺
、
伍
世
頭
を
撥
し
、
部
の

お
よ

発
せ
る
前
行
牌
、
同
ぴ
本
司
の
容
文
と
を
齋
帯
し
て
瓢
風
の
夷
船
に
座
駕
し
、
各
難

と
も

夷
と
仝
に
先
行
回
国
せ
し
め
ん
。
花
名
の
清
冊
を
造
具
し
、
呈
送
す
」
と
あ
り
。
前

み
来
る
。
理
と
し
て
合
に
転
詳
す
べ
し
。
伏
し
て
憲
察
の
批
示
す
る
を
候
ち
、
以
っ

て
勧
も
て
離
駅

・
登
舟
及
び
長
行
回
国
の
日
期
を
取
り
て
具
報
す
る
に
便
な
ら
し
め

よ
等
由
』
と
。
批
を
奉
け
た
る
に
、
「
詳
の
如
く
行
え
。
筋
も
て
離
駅

・
登
舟
及
び

長
行
回
国
の
日
期
を
取
り
て
詳
報
し
、
俯
お
督
部
堂
の
批
示
す
る
を
候
て
。
緻
せ
。
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冊
は
存
す
」
と
あ
り
。
此
を
奉
け
、

又
、
詳
明
の
事
の
為
な
り
。
乾
隆
二
十
一
年
五
月
初
三
日
、
奉
け
と
り
た
る
巡
撫
部

院
鐘
（
音
）
の
批
に
は
、
【
本
司
詳
す
、
『
査
得
し
た
る
に
、
琉
球
国
属
島
太
乎
山
夷

人
梅
公
氏
等
三
十
六
人
、
風
に
遭
い
て
瓢
し
、
間
に
て
安
挿
入
館
す
。
続
い
で
署
福

防
同
知
奇
丞
の
申
報
に
拠
れ
ば
、
「
難
夷
の
船
隻
は
、
修
理
将
に
竣
わ
ら
ん
と
す
。

議
す
る
に
、
接
貢
船
上
の
総
管
梁
廷
輔

・
眼
伴
比
加
・
水
梢
与
納
嶺
、
伍
世
頭
等
共

お
よ

に
四
名
を
撥
し
、
部
の
発
せ
る
前
行
牌
、
同
び
本
司
の
容
文
と
を
蜀
帯
し
、

魏
風
の

と
も

夷
船
に
座
駕
し
、
各
難
夷
と
同
に
先
行
回
国
せ
し
め
ん
。
花
名
の
清
冊
を
造
具
し
て

請
示
す
」
と
あ
り
。
当
経
ち
に
由
に
拠
り
て
詳
す
。
憲
台
の
批
を
奉
け
た
る
に
、
「
緻

行
遵
照
す
る
を
准
す
」
と
あ
り
。
嗣
い
て
申
報
に
拠
れ
ば
、「
船
隻
は
已
経
に
修
し

竣
わ
れ
り
。
四
月
二
十
四
日
を
択
び
離
駅
登
舟
す
」
と
あ
り
。
随
い
で
賞
賓
の
物
件

を
給
す
る
を
請
う
案
の
内
に
子
い
て
、
一
井
に
詳
報
す
る
こ
と
案
に
在
り
。

荘
に
該

す
で

庁
の
詳
報
に
拠
れ
ば
、

「
瓢
風
難
夷
の
内
、
嘉
善
氏
・
本
原
氏
二
名
は
先
に
経
に
出

痘
し
、
身
、
故
す
。
尚
に
痘
症
に
染
患
す
る
の
難
夷
一

十

一
名
の
、
遣
回
に
便
な
ら

ざ
る
も
の
有
り
。
再
び
接
貢
紅
上
に
子
い
て
眼
伴
向
唯
祐
等
五
名
を
撥
出
し
、
船
に

み
ず
か

随
い
駕
駿
し
て
先
に
回
え
ら
し
め
、
其
の
遣
回
の
接
貢
総
管
・
梢
伴
人
等
の
自
己
ら

ゆ
る

買
う
所
の
貨
物
は
、
其
の
随
帯
し
て
回
国
す
る
を
聴
し
、
接
貢
船
の
内
よ
り
撥
回
せ

さ
き

る
梢
伴
人
等
は
、
向
の
ご
と
く
行
糧
を
給
与
せ
ざ
る
を
除
く
の
外
、
所
有
の
現
に
駕

回
す
る
の
難
夷
に
在
り
て
は
、
例
と
し
て
応
に
各
々
に
行
糧
を
給
し
、
其
の
余
の
館わ

か

に
留
ま
り
て
患
病
を
医
治
す
る
の
各
難
番
に
は
、
夷
人
の
情
慇
に
よ
り
て
糧
食
を
頒

た
ず
と
雖
え
ど
も
、
応
に
旧
に
照
ら
し
て
口
糧
を
供
給
し
、
接
貢
船
隻
回
国
の
日
を

侯
ち
て
、
別
に
行
糧
を
給
し
て
遣
わ
し
帰
す
べ
き
に
似
た
り
等
由
と
。
井
た
、
現
に

国
に
回
え
る
の
夷
人
に
在
り
て
は
、
花
名
及
び
帯
回
の
貨
物
・
食
塩
の
数
目
を
将
っ

て
、
清
冊
を
造
具
し
て
、
詳
も
て
送
ら
ん
」
と
。
前
み
来
た
る
。
本
司
、
覆
査
す
る

に
、
「
瓢
風
の
難
夷
の
在
館
の
口
根
・
回
国
の
行
根
は
、
報
舘
に
関
わ
る
有
り
。
接

貢
の
官
伴
に
は
、
例
と
し
て
口
糧
・
行
糧
を
給
与
せ
ざ
る
の
比
す
べ
き
に
非
ざ
る
な

り
。
今
、
難
夷
仲
地
氏
等
一
十
一
名
は
、
現
に
痘
症
に
伝
染
し
、
館
に
留
ま
り
て
医

み
ぎ

治
す
る
に
因
り
、
所
有
の
将
来
の
按
日
の
口
検
及
び
附
搭
し
て
回
国
す
る
の
行
糧
は
、

自
か
ら
応
に
例
に
照
ら
し
て
給
発
し
、
そ
の
現
に
遣
わ
し
帰
る
の
難
夷
石
地
氏
等
二

十
三
名
に
在
り
て
は
、
先
行
し
て
各
々
に
行
糧
一
箇
月
を
給
し
て
以
っ
て
長
途
の
食

用
に
資
す
べ
き
な
り
。
議
に
拠
り
、
接
貢
肛
内
よ
り
再
撥
せ
る
水
梢
向
唯
祐
等
五
人

さ
き

に
至
り
て
は
、
前
に
撥
せ
る
総
管

・
梢
伴
梁
廷
輔
等
四
人
に
随
同
し
て
、
代
わ
り
て

お
よ

駕
駿
を
為
し
、

前
行
牌
を
費
送
し
て
帰
国
せ
し
め
、
各
人
の
置
買
せ
る
貨
物
聟
び
難

夷
の
原
と
帯
び
た
る
食
塩
一
万
六
千
肋
は
、
先
行
し
て
紅
内
に
装
載
し
運
び
回
え
ら

し
め
、
接
貢
回
国
の
時
を
侯
ち
て
査
明
拍
除
し
、
重
複
を
許
さ
ず
。
多
く
帯
び
る
の

処
は
、
事
は
行
す
べ
き
に
属
す
。
応
に
請
う
所
の
如
く
筋
し
て
該
庁
を
し
て
親
か
ら

ふ
さ

紅
内
に
赴
き
、
逐
一
験
明
し
て
以
っ
て
灰
帯
の
諸
弊
を
杜
ぐ
べ
し
。
是
れ
理
と
し
て

合
に
詳
明
す
べ
き
や
否
や
、
伏
し
て
憲
察
の
批
示
す
る
を
候
ち
て
遵
行
せ
ん
等
由
』

と
。
批
を
奉
け
た
る
に
、
「
詳
の
如
く
行
え
。
例
お
督
部
堂
の
批
示
す
る
を
候
て
。

緻
せ
。
冊
は
存
す
】
と
あ
り
。
此
を
奉
け
た
れ
ば
、
合
に
就
ち
に
容
を
給
し
て
遣
発

ね
が

す
べ
し
。
此
が
為
め
に
容
を
備
え
て
貴
世
子
に
容
す
。
請
煩
わ
く
は
、
欽
遵
査
照
し

て
施
行
せ
ら
れ
た
し
。
須
か
ら
く
容
に
至
る
べ
き
も
の
な
り
。

計
、
移
送
す
る
も
の
、
回
国
の
花
名
・
貨
物
冊
一
本

右
、
琉
球
国
中
山
王
世
子

尚
（
穆
）

乾
隆
二
十
一
年
五
月
初
十
日

に
容
す
。

右
の
史
料
は
、
福
建
等
処
承
宣
布
政
使
司
が
琉
球
国
中
山
王
世
子
尚
（
穆
）
に
宛

て
た
、
腹
門
漂
着
の
太
平
山
番
目
梅
公
氏
等
三
十
六
名
の
う
ち
二
十
三
名
を
琉
球
に
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送
還
す
る
旨
の
乾
隆
二
十
一
年
（
一
七
五
六
）
五
月
十
日
付
け
容
文
で
あ
る
。
原
文

は
台
溝
大
学
印
行
『
歴
代
宝
案
』
（
二
八
―
二
頁
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
『
梅
公
姓
家
譜
』
『
八
重
山
島
年
来
記
』
『
参
遣
状
』
な
ど
に
関
連
す
る
記

事
が
あ
る
の
で
若
干
の
注
記
を
試
み
た
い
。

厘
門
漂
流
に
つ
い
て
『
梅
公
姓
家
譜
』
（
小
宗
）
三
世
孫
格
の
条
に
は
次
の
ご
と

く
記
さ
れ
て
い
る
。

乾
隆
二
十
年
乙
亥
（
一
七
五
五
）
公
務
宰
領
の
事
の
為
に
王
府
に
到
る
。
公
務
全

く
完
は
り
、
回
嶋
の
洋
中
、
腿
風
に
逢
ひ
、
唐
土
に
漂
至
す
。
歳
次
子
（
一
七
五

六
）
六
月
、
疱
癒
出
発
し
て
死
す
。

亥
年
（
一
七
五
五
）
、
御
物
穀
為
宰
領
上
国
。

附
。
帰
帆
之
硼
逢
逆
風
、
唐
江
漂
着
。
次
子
六
月
、
於
唐
疱
栢
、
役
中
病
死
。

一
、
仲
立
石
垣
船
帰
帆
之
硼
、
波
照
間
南
方
壱
里
程
沖
二
懸
留
、
船
中
祝
ひ
候
内
、

夜
中
碇
を
引
、
次
日
島
茂
不
見
得
、
無
是
非
風
侭
唐
漂
流
、
疱
癒
出
、
西
表

首
里
大
屋
子
人
数
拾
人
余
相
果
候
。

と
あ
り
、
『
八
重
山
島
年
来
記
』
乾
隆
二
十
年
（
一
七
五
五
）

さ
ら
に
同
「
勤
書
」
に
は
、

漂
流

の
条
に
は

一
、
右
、
次
子
年
（
一
七
五
六
）
冠
船
お
き
な
は
か
な
し
江
御
渡
海
之
段
、
飛
舟

名
蔵
目
差
江
被
仰
付
、
無
恙
那
覇
参
着
、
御
届
申
上
、
折
角
其
手
組
被
遊
、

無
間
違
御
迎
為
有
之
由
、
右
目
差
ハ
新
城
与
人
被
仰
出
候
。

附
。
右
飛
舟
之
儀
、
御
大
礼
相
懸
、
肝
要
成
御
用
筋
二
而
、
御
褒
美
被
仰

付
度
段
奉
訟
候
処
、
御
取
持
可
有
之
候
得
共
、
左
様
二
而
以
後
其
頼
之

時
、
漂
着
可
致
俊
二
付
、
御
取
持
無
之
由
候
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
琉
球
側
史
料
は
い
ず
れ
も
簡
略
に
過
ぎ
る
が
、
そ
れ
で
も
例
え

ば
船
の
種
類
、
王
府
渡
航
の
目
的
、
波
照
間
島
沖
投
錨
中
流
さ
れ
た
こ
と
、
西
表
首

里
大
屋
子
（
梅
公
氏
孫
格
）
以
下
十
人
余
が
疱
癒
を
煩
い
、
福
州
に
お
い
て
死
亡
し

た
こ
と
等
、
容
文
で
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
事
実
が
少
な
か
ら
ず
判
明
す
る
。

し
か
し
八
重
山
島
出
船
の
日
時
や
積
載
貨
物
等
不
明
な
部
分
も
多
い
。
し
か
る
に
こ

う
し
た
点
は
さ
き
に
掲
げ
た
容
文
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
補
う
こ
と
が
で
き
、
双
方
の

記
述
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
梅
公
氏
等
漂
流
一
件
の
全
貌
が
か
な
り
の
程
度
ま

で
把
握
で
き
る
。
梅
公
氏
乗
船
は
福
州
で
修
理
を
終
え
た
あ
と
、
尚
穆
の
冊
封
使
（
正

使
全
魁
・
副
使
周
煽
）
の
渡
琉
を
急
報
す
る
前
行
牌
飛
舟
の
役
目
を
負
わ
さ
れ
て
那

覇
に
急
行
す
る
。
『
八
重
山
島
年
来
記
』
は
名
蔵
目
差
某
の
新
城
与
人
へ
の
昇
進
と

か
ら
め
て
こ
の
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
。

さ
て
梅
公
氏
乗
船
の
種
類
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
前
掲
『
八
重
山
島
年
来
記
』
の
記

載
に
よ
っ
て
馬
艦
仕
立
の
「
仲
立
船
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。
仲
立
船
に

つ
い
て
は
同
じ
く
『
八
重
山
島
年
来
記
』
薙
正
八
年
（
一
七
三

0
)
の
条
に
、

一
、
地
船
之
儀
、
十
五
反
帆
二
艘
二
而
候
処
、
馬
ら
ん
作
り
召
成
、
十
三
反
帆
三

艘
御
召
成
、
先
立
よ
り
頭
壱
人
・
与
人
壱
人
・
蔵
筆
者
壱
人
、
仲
立
よ
り
首
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里
大
屋
子
壱
人
・
目
差
壱
人
、
跡
立
よ
り
与
人
壱
人
・
目
差
壱
人
メ
七
人
仲

乗
被
仰
定
候
也
。

と
あ
る
。
仲
立
船
が
新
設
さ
れ
て
先
立
（
春
立
）
・
仲
立
、
跡
立
三
艘
七
人
体
制
と

し
、
乗
員
の
再
編
成
な
ど
が
行
わ
れ
た
。
『
参
遣
状
』
に
薙
正
九
年
（
一
七
三
一
）

在
番
破
名
城
里
之
子
親
雲
上
が
御
物
奉
行
所
に
宛
て
た
文
書
に
「
地
船
古
次
第
馬
艦

ニ
相
改
三
艘
二
相
成
候
節
、
上
国
役
人
仲
乗
御
賦
被
仰
下
奉
得
其
意
候
」
と
あ
る
。

先
立
船
・
仲
立
船
は
当
年
の
貢
租
の
運
漕
に
当
た
り
、
跡
立
船
は
前
年
の
諸
帳
簿
の

取
締
め
等
を
行
う
。
先
立
船
・
仲
立
船
・
跡
立
船
の
宰
領
人
は
そ
れ
ぞ
れ
頭
・
首
里

大
屋
子
・
与
人
で
あ
る
。
梅
公
氏
孫
格
は
乾
隆
十
八
年
（
一
七
五
三
）
西
表
首
里
大

屋
子
に
任
じ
ら
れ
、
同
二
十
年
仲
立
船
宰
領
（
「
番
目
」
の
訳
語
が
充
て
ら
れ
て
い

る
）
を
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
仲
立
船
の
出
船
時
期
に
つ
い
て
は
『
与
世
山
親

方
八
重
山
島
規
模
帳
』
（
乾
隆
三
十
三
年
、

一
、
地
船
之
儀
、
春
立
・
仲
立
ハ
四
月
中
、
跡
立
ハ
五
月
中
致
上
着
候
様
、
諸
事

仕
舞
方
差
急
キ
出
帆
可
申
渡
事
。

と
あ
っ
て
、

四
月
中
の
上
着
を
指
令
し
て
い
る
が
、
例
え
ば
『
錦
芳
氏
家
譜
』

（小

宗
）
に
つ
い
て
実
際
の
出
帆
上
着
事
例
を
み
る
と
、
「
仲
立
馬
艦
、
五
月
二
十
二
日

石
垣
泊
開
船
、
十
月
十
二
日
回
嶋
」
（
道
光
五
年
）
、
「
仲
立
馬
艦
、
七
月
初
二
日
開

船
、
十
月
十
二
日
回
嶋
」
（
道
光
六
年
）
等
と
あ
っ
て
、
四
月
中
の
上
着
事
例
は
な

か
な
か
見
当
ら
な
い
。
公
用
地
船
は
お
お
む
ね
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
間
に
石
垣
港

を
出
帆
し
、
九
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
間
に
帰
嶋
す
る
。
前
掲
容
文
中
の
供
述
内
容

に
よ
れ
ば
、
梅
公
氏
宰
領
仲
立
馬
艦
船
は
、
乾
隆
二
十
年

（一

七
五
五
）

一
七
六
八
）

に~

五
月
二
十

ハ
十
包
は
斤
目
欠
少
す
）

の
ち

五
日
上
着
し
、
同
年
十
一
月
二
十
七
日
那
覇
開
洋
と
あ
る
。
こ
れ
は
上
記
の
こ
と
か

ら
し
て
事
実
を
報
告
し
た
も
の
と
認
め
て
よ
か
ろ
う
。
腹
門
漂
着
は
同
年
十
二
月
十

四
日
の
こ
と
で
、
つ
い
で
翌
乾
隆
二
十
一
年
二
月
九
日
履
門
を
出
て
福
州
に
回
航
さ

れ
、
同
年
四
月
二
十
四
日
福
州
を
離
れ
て
い
る
。

次
に
積
載
貨
物
の
こ
と
で
あ
る
が
、
前
掲
容
文
に
よ
れ
ば
、
梅
公
氏
乗
船
に
は
線

香

・
衣
服
の
外
、
大
量
の
食
塩
が
積
み
込
ま
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
次
の
と
お
り
で

あ
る
。(

-
）
大
小
の
罐
六
十
箇
（
内
、
食
塩
を
装
貯
す
る
に
係
る
も
の
毎
罐
約
十
余
肋
）

（
二
）
草
包
三
百
五
十
包

（毎
包
、
重
さ
五
十
肋
、
共
計
一
万
六
千
余
肋
。
内
、

草
包
三
百
五
十
包
の
食
塩
に
つ
い
て
は
当
初
に
お

い
て

こ
れ
を
申
告
せ
ず
、

に
捜
出
せ
ら
れ
、
は
じ
め
て
明
る
み
に
出
た
も
の
で
、
漂
流
に
か
こ
つ
け
て
私
塩
を

持
ち
込
み
、
船
底
に
隠
匿
し
て
密
か
に
販
売
し
、
ま
た

は
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な

い
か
と
の
疑
い
が
も
た
れ
た
。
こ
と
に
六
十
包
に
つ
い
て
は
斤
目
が
不
足
し
て

い
た

た
め
、
一
層
の
疑
惑
を
招
い
た
。
中
国
で
は
塩
は
政
府
の
専
売
で
、
塩
税
は
国
庫
の

主
要
財
源
の
―
つ
で
あ
り
、
私
塩
の
売
買
を
禁
止
し
て
い
た
か
ら
、
も
し
私
販
の
事

実
が
あ
れ
ば
「
私
塩
の
例
に
照
ら
し
て
罪
を
治
せ
ん
」
と
い
い
、
厳
し
く
追
求
し
た

が
、
結
局
「
こ
の
塩
は
本
国

（琉
球
）
中
山
地
方
に
在
り
て
買
回
し
、
太
平
山

（八

重
山
嶋
）
に
帯
び
て
日
食
と
な
さ
ん
と
す
」
と
い
う
梅
公
氏
等
の
釈
明
を
了
解
し
、

食
塩
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①
 

亥
（
康
煕
三
十
四
年
、

此
表
遂
披
露
候
之
処
、
嶋
中
之
重
宝
二
可
罷
成
由
二
而
、
御
赦
免
被
成
下
、
此

節
大
濱
親
雲
上
乗
船
よ
り
相
渡
候
条
、
年
季
過
候
ハ
ハ
可
被
差
上
候
。
尤
処
中

之
厄
害
二
罷
成
儀
絶
而
仕
間
敷
由
、
堅
申
渡
置
候
。
禰
於
其
地
も
無
違
背
様
ニ

能
々
可
被
申
渡
候
以
上
。

亥
（
康
煕
三
十
四
年
、

一
六
九
五
）
八
月
二
十
二
日

一
六
九
五
）
六
月
二
十
八
日

私
買
私
売
の
情
幣
な
し
と
い
う
結
論
に
達
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
梅
公
氏
等
の
供

述
の
信
憑
性
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
は
別
に
当
時
の
八
重
山
嶋
に
お
け
る
製
塩
状
況

及
び
塩
の
需
給
関
係
等
を
調
べ
、
こ
れ
を
も
と
に
改
め
て
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
ま
ず
関
連
史
料
を
年
次
を
追
っ
て
掲
出
す
る
。

ロ
上
之
覚

（
参
遣
状
）

恐
多
千
万
奉
存
候
得
共
申
上
候
。
下
拙
事
、
自
屏
不
如
意
之
者
二
而
、
堪
忍
方

不
相
続
、
必
至
与
及
無
為
方
肱
、
相
考
申
候
得
ハ
、
八
重
山
嶋
之
儀
ハ
題
目
不

自
由
之
所
二
而
、
御
当
地
よ
り
買
渡
相
続
事
二
御
座
候
。
然
ハ
石
垣
村
近
所
ニ

名
護
浦
与
申
所
能
涅
有
之
候
由
承
知
仕
候
。
於
彼
嶋
塩
焼
候
而
、
向
後
嶋
中
之

為
二
罷
成
、
其
上
自
身
堪
忍
方
も
少
し
相
続
可
申
哉
与
存
寄
申
二
付
、
内
々
所

之
頭
衆
江
相
談
仕
候
得

ハ
、
勝
手
能
可
有
御
座
由
被
申
候
。
身
上
御
助
二
被
思

召
上
、
五
六
ヶ
年
之
方
御
赦
免
被
成
下
候
ハ
ハ
、
親
子
三
人
罷
渡
、
塩
焼
出
申

願
奉
存
候
。
尤
所
之
厄
害
罷
成
儀
、
曾
而
仕
間
敷
候
。
此
等
之
旨
可
然
様
御
披

露
奉
頼
上
候
以
上
。

儀
保
筑
登
之
親
雲
上

城
間
親
雲
上

富
盛
親
方

③
 

②
 

ロ
上
之
覚
（
参
遣
状
）

恐
多
御
座
候
得
共
申
上
候
。
我
等
事
、
去
亥
年
(
-
六
九
五
）
、
儀
保
筑
登
之

親
雲
上
二
相
付
、
為
塩
焼
当
地
罷
下
候
処
、
飯
米
差
迫
二
付
、
焼
出
塩
見
当
ニ

而
借
米
等
仕
、
飯
米
相
続
、
塩
濱
等
持
候
処
、
数
度
之
大
風
二
塩
屋
塩
濱
悉
ク

破
、
其
上
長
々
相
煩
申
二
付
、
塩
焼
出
申
儀
不
相
達
、
禰
借
米
過
分
仕
候
処
、

俄
保
筑
登
之
親
雲
上
不
慮
二
死
去
仕
候
。
然
者
我
々
弐
人
二
而
以
後
塩
焼
出
申

丑

（康
煕
三
十
六
年
、

在
番

二
ハ
九
七
）
十
二
月
九
日

嶋
袋
に
や

嶋
袋
に
や

ロ
上
之
覚
（
参
遣
状
）

恐
多
御
座
候
得
共
申
上
候
。
儀
保
筑
登
之
親
雲
上
、
去
五
月
之
比
よ
り
熱
病
仕
、

色
々
手
養
生
共
仕
候
得
共
、
漸
々
疲
入
、
十
一
月
十
一
日
被
致
死
去
候
。
且
又

我
々
俄
も
此
中
節
々
相
煩
、
塩
不
焼
得
、
殊
二
当
年
も
七
八
月
比
二
両
三
度
大

風
二
塩
屋
塩
濱
悉
ク
破
損
仕
候
。
然
者
俵
保
鍛
も
長
病
二
而
為
被
致
死
去
俵
ニ

御
座
候
故
、
我
々
両
人
之
才
覚
二
而
塩
屋
塩
濱
取
扱
不
罷
成
、
必
至
与
迷
惑
至

極
之
肱
に
て
、
当
夏
俊
保
訟
之
節
御
達
被
下
候
上
者
、
難
有
仕
合
二
御
座
候
故
、

何
与
楚
相
働
可
相
慟
与
奉
存
候
得
共
、
当
嶋
之
儀
、
日
用
支
、
少
も
不
被
相
雇

候
得
ハ
、
以
後
塩
焼
得
申
俵
不
罷
成
候
。
尤
右
仕
合
二
而
、
借
米
・
は
ん
米
等

続
申
儀
候
間
、
月
二
五
斗
完
定
納
仕
様
無
御
座
候
間
、
御
憐
懲
二
被
思
召
上
、

願
之
筋
御
赦
免
被
下
候
様
二
宜
御
取
成
御
披
露
奉
頼
上
候
以
上
。
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⑤
 

④
 

寅
（
康
煕
三
十
七
年
、

ロ
上
之
覚
（
参
遣
状
）

恐
多
千
万
奉
存
候
得
共
申
上
候
。
下
拙
事
、
塩
焼
可
申
旨
訴
訟
申
上
、
罷
渡
候

之
処
、
殊
之
外
塩
不
出
来
仕
、
過
分
二
借
物
仕
出
シ
、
迷
惑
至
極
行
迫
申
候
。

然
者
此
節
上
国
可
仕
由
、
被
仰
付
候
問
、
お
か
｀
‘
ヽ
届
申
候
。
尤
上
国
可
仕
本
儀

ニ
御
座
候
得
共
、
借
物
返
弁
之
見
当
少
も
無
御
座
、
其
上
子
共
生
候
処
、
母
相

果
申
二
付
、
彼
之
子
共
養
育
仕
儀
二
候
問
御
憐
慾
二
被
思
召
上
、
四
五
年
当
嶋

ヘ
滞
留
御
赦
免
被
下
度
願
望
二
奉
存
候
。
此
等
之
趣
万
反
可
然
様
御
取
成
奉
頼

候
以
上
。

寅
（
康
煕
三
十
七
年
、

（
参
遣
状
）

右
去
年
六
月
よ
り
塩
焼
出
、
塩
月
二
五
斗
完
上
納
被
仰
付
被
下
度
由
、
訟
申
上

相
達
候
問
、
入
念
塩
焼
出
、
上
納
無
滞
可
相
納
旨
、
堅
固
二
申
渡
置
候
処
、
去

二
ハ
九
八
）
四
月
二
十
三
日
泊
む
ら

嶋
袋
に
や

一
六
九
八
）
五
月
二
日

塩
焼嶋

袋
に
や

俊
、
禰
難
成
二
付
、
月
五
斗
ッ
ツ
定
納
御
赦
免
被
下
度
旨
訟
申
上
候
上
ハ
、
本

国
被
仰
付
候
儀
、
御
尤
奉
存
候
得
共
、
右
借
米
返
弁
不
仕
上
国
仕
儀
、
迷
惑
千

万
必
至
与
差
迫
儀
二
御
座
候
間
、
御
助
二
被
思
召
上
、
四
五
年
逗
留
御
赦
免
被

下
候
ハ
ハ
、
借
米
返
弁
働
仕
度
奉
願
候
条
、
此
等
之
趣
宜
様
御
披
露
奉
頼
上
候

以
上
。

年
も
大
風
有
之
、
塩
屋
塩
濱
相
損
、
殊
二
儀
保
筑
登
之
親
雲
上
儀
、
長
病
之
儀

ニ
而
相
果
、
残
ル
弐
人
之
者
二
而
、
向
後
塩
焼
得
申
間
敷
候
。
然
ハ
去
年
以
来

上
納
塩
之
儀
、
早
々
可
相
納
旨
、
堅
差
引
申
渡
候
得
共
、
塩
不
焼
得
、
飯
米
さ

ヘ
他
借
を
以
漸
罷
過
候
得
ハ
、
少
も
上
納
之
術
無
御
座
、
差
迫
候
由
申
出
候
。

依
之
此
節
帰
帆
申
付
候
得
共
、
於
妥
元
度
々
塩
屋
之
取
持
井
飯
米
用
与
／
過
分

ニ
借
物
有
之
、
返
弁
之
見
当
無
之
、
必
至
与
差
迫
申
鉢
二
而
候
間
、
四
五
年
滞

留
御
赦
免
被
成
下
度
由
訟
申
出
候
。

然
者
塩
焼
得
不
申
儀
候
得
者
、

此
節
差
上

可
申
杜
、
本
意
二
御
座
候
処
、
段

々
訟
申
出
差
迫
候
為
鉢
聞
見
仕
、
相
違
無
御

座
候
条
、
御
憐
慾
被
思
召
上
、
願
之
通
四
五
年
滞
留
被
仰
付
度
奉
存
候
。
此
等

之
趣
、
宜
様
御
取
成
御
披
露
頼
上
候
以
上
。

寅
（
康
煕
三
十
七
年
、

当
銘
筑
登
之
親
雲
上

右
之
通
被
申
出
候
間
、
宜
様
二
御
披
露
奉
頼
候
以
上
。

富
盛
親
方
様

豊
見
城
親
雲
上
様

大
宜
味
親
雲
上

此
表
書
之
通
逐
披
露
候
処
、
上
納
塩
之
儀
、
願
之
通
御
赦
免
被
下
候
。
其
地
江

四
五
年
滞
留
之
儀
ハ
、
不
相
達
候
条
、
両
人
共
来
夏
早
便
よ
り
可
被
差
渡
候
以

月

日

一
六
九
八
）
五
月
―
―

日

石
垣
親
雲
上

宮
良
親
雲
上
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⑥
 

卯
（
康
煕
三
十
八
年
、

寅
（
康
煕
三
十
七
年
、

一
七
〇
六
）
十
月
十
三
日

覚
（
参
遣
状
）

一
、
其
嶋
塩
焼
不
申
二
付
、
大
和
人
よ
り
買
取
、
代
米
相
払
候
硼
、
不
憲
法
ニ

有
之
。
所
之
痛
二
罷
成
候
間
、
塩
焼
候
ハ
ハ
勝
手
能
可
有
之
由
、
簡
略
人

数
申
出
候
。
往
古
よ
り
不
手
馴
業
二
而
如
何
敷
与
存
、
被
致
差
引
候
処
、

御
当
地
国
頭
方
塩
竃
之
様
二
／
小
ク
仕
立
、
焼
候
ハ
ハ
、
出
来
可
申
由
申

出
候
二
付
、

試
二
焼
さ
せ
度
由
被
申
越
、
逐
披
露
候
処
、
禰
可
然
由
被
仰

出
候
条
、
焼
さ
せ
、
首
尾
可
被
申
越
候
。

右
八
ケ
条
（
七
ヶ
条
省
略
）
、
箇
略
人
数
よ
り
申
出
候
二
付
、
諸
役
人

江
餃
議
被
申
渡
、
両
様
書
付
二
而
、
各
逐
餃
議
被
申
越
由
候
得
共
、
諸

役
人
書
付
ハ
取
落
、
不
被
持
渡
候
間
、
右
書
付
、
来
夏
取
寄
候
ハ
ハ
、

何
連
之
筋
二

も
相
極
候
様

二
与
、

大
宜
味
親
雲
上
被
申
出
候
。
然
共
各

餃
議
書
二
而
相
見
得
候
二
付
、
逐
披
露
、
此
節
返
詞
申
越
候
条
、
被
得

其
意
、
堅
固
二
可
被
申
渡
候
以
上
。

八
重
山
嶋

在
番

棚
原
親
雲
上

一
六
九
八
）
九
月
十
八
日
棚
原
親
雲
上

宮
平
親
方

上
。
（
上
納
御
免
被
下
候
段
べ
さ
ん
用
座
へ
も
引
合
書
遣
候
也
）

⑧
 

⑦
 

覚

（参
遣
状
）

田
場
親
方
様

棚
原
親
雲
上
様

辰
（
康
熙
三
十
九
年
、

右
条
々

一
七

0
0
)
四
月
二
日

在
番渡

久
地
親
雲
上

（
ニ
ケ
条
省
略
）、
為
御
問
合
｀
如
斯
御
座
候
以
上
。

外
題
万
御
問
合
書
（
参
遣
状
）

一
、
当
嶋
塩
焼
不
申
二
付
、
大
和
人
よ
り
買
取
、
代
米
相
払
候
硼
、
不
憲
法
有

之
、
所
之
疲
罷
成
候
間
、
塩
焼
候

ハ
ハ
勝
手
能
可
有
之
由
、
簡
略
人
数
申

出
候
。
往
古
よ
り
不
手
馴
業
二
而
、
如
何
敷
被
存
、
差
引
候
処
、
御
当
地

国
頭
方
塩
埋
之
様
二

／
小
ク
仕
立
、
焼
候
ハ
ハ
、
出
来
可
申
由
申
出
候
ニ

付
、
試
二
焼
さ
せ
度
由
被
申
越
、
逐
披
露
候
処
、
禰
可
然
由
被
仰
出
候
条
、

焼
さ
せ
、
首
尾
可
申
上
由
被
仰
下
候
処
、
当
時
上
納
之
時
分
、
百
姓
隙
入
、

其
上
山
留
二
而
候
間
不
罷
成
、
稲
刈
仕
廻
、
百
姓
隙
明
時
分
試
二
焼
さ
せ
、

兎
角
首
尾
来
夏
可
申
上
候
。

八
重
山
岨

在
番

田
場
親
方
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⑨
 

其
嶋
之
儀
、
塩
無
之
、
不
自
由
有
之
候
問
、
焼
さ
せ
度
由
、
去
夏
簡
略
人
数
よ

り
申
出
二
付
、
先
試
二
可
為
焼
由
申
渡
候
。
然
処
其
嶋
二
而
塩
焼
候
得
ハ
、
万

反
作
物
之
為
二
不
罷
成
之
由
、
嶋
中
歳
寄
共
申
候
。
去
亥
年
（
一
六
九
五
）

ニ

茂
、
御
当
地
よ
り
儀
保
筑
登
之
親
雲
上
罷
渡
、
焼
候
処
、
四
五
年
之
内
二
大
風

数
度
吹
候
而
、
芳
以
不
出
来
仕
事
二
候
間
、
御
召
留
被
下
候
様
、
大
地
六
ケ
村

百
姓
願
書
二
、
先
在
番
・
頭
次
書
二
而
被
差
越
、
得
其
意
候
。
得
与
落
落
仕
候

条
、
追
而
何
分
与
可
申
越
候
以
上
。

巴
（
康
煕
四
十
年
、

一
七

0
I

)

十
一
月
五
五
日

未
（
康
煕
四
十
二
年
、

在
番奥

原
親
雲
上

一
七

0
三
）
四
月
三
日

目
差
弐
拾
六
人

瀬
底
親
雲
上

富
盛
親
方

覚
（
参
遣
状
）

一
、
当
嶋
、
塩
不
自
由
二
付
、
焼
出
せ
度
由
、
去

々
年
（
一
七

0
-）
簡
略
人

数
よ
り
申
出
候
得
共
、
大
地
六
ヶ
村
百
姓
願
書

二
、
前

々
当
所
二

而
塩
焼

候
得
ハ
、
大
風
有
之
、
作
物
之
為
不
罷
成
由
申
出
候
。
尤
塩
焼
出

シ
申
儀

も
所
中
潤
二
可
罷
成
与
存
申
候
処
、
作
物
之
為
不
罷
成
由
申
出
候
間
、
御

召
留
可
被
下
候
。

右
之
通
詮
議
仕
候
間
、
宜
様
御
取
成
御
披
露
奉
頼
候
以
上
。

⑪ ⑩ 

八
重
山
嶋

在
番

与
人
拾
六
人

首
里
大
屋
子
三
人

右
申
出
之
通
可
然
与
奉
存
候
間
、
致
披
露
候
以
上
。

未

（康
煕
四
十
二
年
、

一
七

0
三
）
四
月
十
九
日

奥
平
親
方

所
之
頭
三
人

掛
保
久
筑
登
之
親
雲
上

覚

（
参
遣
状
）

一
、
其
元
、
塩
不
自
由
二
付
、
焼
出
度
由
、
去
々
年
（
一
七

0
I

)

簡
略
人
数

よ
り
申
出
候
得
共
、
大
地
六
ヶ
村
百
姓
願
書
二
、
塩
焼
候
得
ハ
大
風
有
之
、

作
物
之
為
二
不
罷
成
由
、
申
出
候
付
、
召
留
可
被
下
由
候
間
、
逐
披
露
候
。

禰
召
留
候
様
可
被
申
渡
候
以
上
。

未
（
康
煕
四
十
二
年
、

一
七

0
三
）
十
月
十
一
日

保
栄
茂
親
雲
上

康
煕
五
十
六
年
(
-
七
一
七
）
（
八
重
山
島
年
来
記
）

一
、
こ
た
う
褐
二
而
、
所
遣
夫
を
以
、
塩
焼
初
よ
り
十
四
年
迄
相
保
焼
出
候
処
、

召
留
候
也
。

在
番奥

原
親
雲
上
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⑫ 

戌
（
薙
正
八
年
、

大
城
親
方
様

一
七
三

0
)
五
月
三
日

同

破
名
城
里
之
子
親
雲
上

八
重
山
嶋
在
番

田
嶋
里
之
子
親
雲
上

右
之
通
相
談
仕
、
奉
得
御
差
図
候
問
、
此
旨
宜
御
取
成
奉
頼
候
以
上
。

覚
（
参
遣
状
）

一
、
塩
焼
之
俊
、
夫
丸
太
分
入
候
付
而
、
右
（
壺
焼
）
同
前
二
試
被
仰
付
置
候
。

此
程
試
申
候
得
者
、

太
分
之
入
目
二
而
、
筈
合
不
申
儀
二
御
座
候
。
且
又

去
々
年
（
一
七
二
八
）
上
国
仕
候
新
城
与
人
井
古
見
に
や
、
薪
木
無
二
塩

干
之
稽
古
仕
候
二
付
而
ハ
、
所
中
重
宝
二
候
間
、
随
分
致
下
知
、
已
後
其

干
塩
二
而
所
之
用
事
達
候
様
二
与
被
仰
付
趣
、
奉
得
其
意
候
。
然
者
干
塩

之
儀
も
試
申
候
処
、
丈
夫
二
出
来
不
申
、
其
上
雨
続
之
時
分
ハ
、
人
夫
費

不
勝
手
二
御
座
候
。
塩
屋
方
之
俄
、
方
々
よ
り
寄
夫
二
而
相
慟
せ
候
故
、

百
姓
中
農
作
之
障
二
相
成
、
尤
大
地
中
迄
二
而
不
相
達
、
離
村
三
四
里
之

所
よ
り
も
寄
遣
候
故
、
海
路
之
往
還
天
気
懇
敷
折
節
ハ
手
隙
費
、
持
飯
米

仕
、
労
百
姓
之
不
勝
手
二
罷
成
申
候
。
御
国
の
塩
代
二
差
引
候
得
者
、
太

分
之
損
亡
二
而
御
座
候
。
且
又
諸
村
之
儀
、
用
事
之
分
ハ
自
分
二
而
焼
出

候
様
見
及
申
候
問
、
寄
夫
二
而
塩
焼
候
儀
ハ
、
以
後
御
召
留
被
仰
付
可
然

哉
与
奉
存
候
。

⑬ 

安
里
親
雲
上
様

覚
（
参
遣
状
）

一
、
塩
焼
之
儀
、
試
申
渡
置
候
上
、
去

々
年
(
-
七
二
八
）
塩
干
様
致
稽
古
罷

下
候
付
、
以
後
随
分
仕
出
候
而
、
所
之
用
事
相
達
候
様
二
与
申
渡
置
候
処
、

干
塩
之
俄
丈
夫
二
出
来
不
申
、
其
上
雨
続
之
時
ハ
、
人
夫
之
費
多
、
不
勝

手
二
有
之
。
夫
丸
之
儀
も
、
大
地
中
二
而
不
相
達
、
離
嶋
四
五
里
之
所
よ

り
も
寄
夫
二
而
召
遣
候
故
、
海
路
之
往
還
又
ハ
天
気
悪
敷
有
之
節
ハ
、
手

隙
を
費
、
徒
二
持
飯
米
い
た
し
、
其
上
農
作
之
障
二
茂
相
成
、
且
又
御
当

地
よ
り
差
渡
候
塩
代
二
差
引
候
得
者
、
是
又
太
分
損
亡
二
有
之
、
芳
以
不

勝
手
而
巳
有
之
候
。
尤
諸
村
用
事
之
分
ハ
自
分
二
而
焼
出
候
様
見
及
候
間
、

寄
夫
二
而
し
ほ
焼
之
儀
ハ
、
以
後
召
留
度
由
、
問
合
之
趣
致
承
達
候
。
然

者
塩
之
儀
、
土
産
仕
出
シ
不
申
ハ
不
叶
物
二
而
、
渡
合
之
頭
江
も
細
々
相

尋
承
候
へ
者
、
八
重
山
嶋
中
二
六
ヶ
村
ハ
自
分
二
鍋
焼
二
而
用
事
相
達
、

余
之
村
ハ
い
ま
だ
焼
出
不
申
候
得
共
、
堅
下
知
仕
候
ハ
ハ
、
右
同
前
二
焼

出
シ
可
申
与
存
候
由
、
申
出
候
。
夫
二
付
而
ハ
、
干
塩
之
俵
、
御
当
地
ニ

茂
今
年
之
稽
古
二
而
、
い
ま
だ
丈
夫
二
仕
出
シ
不
申
候
得
共
、
薪
木
無
ニ

仕
調
候
二
付
而
者
、
木
絶
之
筋
二
も
不
罷
成
候
故
、
漸
々
仕
馴
、
丈
夫
ニ

出
来
候
ハ
ハ
、
成
程
重
宝
成
俵
与
存
、
当
分
ハ
乍
不
勝
手
進
立
仕
調
さ
せ

申
事
候
間
、
其
元
二
茂
万
事
致
其
心
得
、
請
人
相
立
候
敗
、
又
者
人
数
差

分
ヶ
壱
所
二
而
仕
調
さ
せ
候
敗
、
心
之
及
致
吟
味
、
仕
出
方
申
渡
、
其
内

者
、
諸
村
鍋
焼
二
而
用
事
相
達
候
様
二
、
堅
下
知
可
被
致
候
。
勿
論
寄
夫

之
儀
ハ
、
甚
不
成
合
俄
候
間
、
向
後
召
留
、
右
妾
猶
以
相
試
、
兎
角
之
段
、

来
夏
委
曲
可
被
申
越
候
。
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⑭ 

右
之
通
一
々
付
届
申
渡
置
候
。
御
返
答
為
可
申
上
、
如
此
御
座
候
以
上
。

八
重
山
嶋

在
番

戌
（
薙
正
八
年
、

一
七
三

0
)
十
月
十
五
日

覚
（
参
遣
状
）

一
、
塩
焼
之
儀
、
此
程
諸
事
入
目
、
段

々
相
掛
候
処
、
御
国
元
塩
代
二
差
引
仕

候
へ
者
、
太
分
損
亡
、
労
以
不
勝
手
而
巳
有
之
候
付
、
寄
せ
夫
二
而
塩
焼

候
俵
ハ
、
甚
不
成
合
儀
候
間
、
向
後
可
召
留
由
、
且
又
干
塩
之
儀
、
御
国

元
二
茂
近
年
之
稽
古
二
而
、
い
ま
だ
丈
夫
二
仕
出
不
申
候
得
共
、
漸
々
仕

馴
、
丈
夫
二
出
来
候
ハ
ハ
、
成
程
重
宝
成
俊
与
被
思
召
上
、
当
分
ハ
乍
御

不
勝
手
進
立
仕
調
さ
せ
申
事
候
問
、
当
地
二
茂
万
事
致
其
心
得
、

心
之
及

致
吟
味
、
仕
出
方
可
申
渡
旨
、
段
々
委
細
之
御
書
付
を
以
被
仰
下
旨
趣
、

奉
得
其
意
候
。
右
二
付
而
請
人
相
立
相
働
せ
度
存
候
得
共
、
当
分
不
仕
馴

物
二
而
、
請
込
人
無
之
二
付
、
人
数
差
分
、
壱
所
二
干
調
様
試
申
渡
置
候
。

亥
（
稚
正
九
年
、

一
七
三
一
）
四
月
五
日

右
為
返
答
如
此
候
以
上
。

八
重
山
嶋
在
番

破
名
城
里
之
子
親
雲
上

安
里
親
雲
上

兼
城
親
方

⑯ ⑮ 

覚
（
参
遣
状
）

一
、
当
嶋
、
塩
焼
不
申
二
付
、
大
和
人
よ
り
買
取
、
代
米
相
払
候
硼
、
不
憲
法

ニ
有
之
候
。
所
中
疲
二
罷
成
候
間
、
塩
焼
出
候
ハ
ハ
勝
手
能
有
之
筈
之
由

候
へ
共
、
我
々
了
見
二
者
、
当
嶋
往
昔
よ
り
右
業
手
馴
不
申
候
へ
者
、
如

何
無
心
元
存
、
致
掛
引
候
得
者
、
国
頭
方
塩
竃
之
様
二

／
小
ク
仕
立
、
焼

候
得
者
、
出
来
申
筈
之
由
申
出
候
間
、
試
二
焼
出
さ
せ
度
奉
存
候
。
（
下

欠
略
、
年
次
不
明
）

卯
（
乾
隆
二
十
四
年
、

御
物
奉
行
所

覚
（
参
遣
状
）

一
、
当
嶋
、
塩
焼
不
申
二
付
、
大
和
よ
り
買
申
候
。
代
米
不
相
応
二
申
掛
、
塩

壱
舛
米
壱
舛
五
合
、
或
弐
舛
分
仕
候
。
左
候
得
者
、
買
喰
申
さ
で
ハ
不
叶

候
二
付
而
買
申
候
。
代
物
持
参
之
時
分
も
不
憲
法
仕
、
百
姓
疲

二
見
及
候

条
、
当
嶋
二
而
塩
焼
出
、
ソ
、
其
塩
之
内
よ
り
焼
調
夫
手
間
相
払
、
余
者
諸

百
姓
江
割
符
仕
候
ハ
ハ
、
塩
代
米
二
三
拾
石
茂
所
中
補
二
可
罷
成
与
奉
存

候。
右
、
御
簡
略
二
付
而
、
御
為
方
、
所
之
為

二
罷
成
儀
、
無
遠
慮
可
申
上

由
被
仰
付
候
二
付
而
、
当
分
思
寄
之
程
申
上
候
已
上
。

一
七
五
九
）
四
月
十
日

慶
田
城
与
人

黒
嶋
首
里
大
屋
子

古
見
首
里
大
屋
子
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⑲ ⑱ ⑰ 

乾
隆
三
十
三
年
（
一
七
六
八
）
（
与
世
山
親
方
八
重
山
島
規
模
帳
）

一
、
塩
之
儀
、
嶋
用
無
之
候
而
不
叶
、
先
年
塩
か
ま
仕
立
、
焼
出
候
処
、
焼
様

稽
古
不
参
故
二
而
候
半
、
位
悪
敷
、
其
上
費
手
間
多
、
及
不
勝
手
、
召
留

置
候
由
。
然
処
到
頃
年
ハ
、
村
々
百
姓
等
、
自
分
用
、
間
々
焼
出
候
処
、

位
宜
重
宝
相
成
候
由
、
不
断
焼
通
手
馴
候
ハ
ハ
、
猶
以
勝
手
二
可
相
成
積

候
。
毎
年
嶋
中
買
入
候
塩
代
、
大
概
八
百
石
余
相
及
候
由
。
然
者
野
底
．

古
見
・
西
表
三
ヶ
所
之
儀
、
海
山
近
ク
、
場
所
宜
候
間
、
塩
焼
様
稽
古
さ

せ
、
各
曖
人
構
二
し
て
手
広
ク
焼
出
、
嶋
中
入
用
相
達
候
様
、
随
分
下
知

方
可
申
渡
事
。

附
。
自
分
々
々
二
而
も
、
勝
手
次
第
家
業
之
為
焼
取
、
致
商
売
候
様
申

渡
へ
く
候
な
り
。

咸
豊
七
年
(
-
八
五
七
）
（
翁
長
親
方
八
重
山
島
規
模
帳
）

一
、
塩
之
儀
、
日
用
難
差
欠
品
二
而
、
此
以
前
、
野
底
・
古
見
・
西
表
三
ヶ
村

井
右
外
所
々
二
而
焼
出
候
処
、
位
悪
敷
、
諸
雑
費
茂
多
有
之
由
二
而
、
当

時
専
諸
船
之
頭
•
水
主
共
持
下
候
を
高
直
二
而
買
取
、
用
弁
相
達
、
年

々

代
穀
及
過
分
、
嶋
中
之
不
益
不
少
、
如
何
二
候
焼
様
習
受
、
漸
々
取
覚
候

ハ
ハ
、
諸
雑
費
少
、
位
茂
宜
、
嶋
中
之
重
宝
可
相
成
候
条
、
以
来
右
村
々

ニ
不
限
、
海
山
近
可
致
相
応
場
所
二
者
、
焼
様
稽
古
申
付
、

各
曖
役
人
下

知
方
を
以
、
手
広
焼
出
さ
せ
、
嶋
用
相
達
候
様
可
取
計
事
。

附
。
奉
公
人
共
二
茂
、
勝
手
次
第
焼
出
、
致
商
売
候
様
可
申
付
候
也
。

咸
豊
七
年
(
-
八
五
七
）
（
万
書
付
集
）

⑳ 

八
重
山
嶋
故
伊
原
問
与
人
七
男

那
嘉
地
に
や

本
文
逐
披
露
候
処
、
塩
之
俵
、
い
つ
れ
難
差
欠
品
候
得
共
、
所
中
二
而
出
産
無

之
故
、
至
而
不
自
由
相
成
、
勿
論
代
料
茂
高
直
二
有
之
由
候
処
、
名
嘉
地
、
気

を
附
け
伝
受
い
た
し
候
段
申
出
、
殊
勝
之
者
与
被
思
召
候
。
就
而
者
、
於
嶋
元
、

涅
原
持
之
村
々
人
体
見
合
相
教
さ
せ
、
先
様
嶋
用
無
不
足
焼
出
候
様
、
可
被
取

計
候
。
左
候
而
広
焼
出
嶋
中
重
宝
相
成
候
ハ
ハ
、
名
嘉
地
ハ
勿
論
、
焼
出
候
者

共
二
茂
、
相
応
之
御
取
持
被
仰
付
筈
候
間
、
其
節
勲
功
之
程
合
等
吟
味
を
以
可

被
申
越
候
以
上
。

巳
（
咸
豊
七
年
、

一
八
五
七
）
十
月

ロ
上
覚
（
万
書
付
集
）

乍
恐
申
上
候
。
私
事
、
真
塩
焼
様
稽
古
為
仕
度
旨
、
上
国
之
頭
足
よ
り
先
達
而

奉
訟
、
蒙
御
免
候
付
、
早
速
よ
り
泊
村
渡
久
地
筑
登
之
江
相
附
、
細
密
伝
受
仕

申
事
候
間
、
帰
帆
之
上
、
焉
原
取
持
之
村
々
江
相
教
候
様
、
御
免
被
仰
付
、
左

候
而
、
其
詮
相
立
候
ハ
ハ
、
相
当
之
御
取
持
被
仰
付
被
下
度
奉
願
候
。
此
旨
宜

様
御
取
成
可
被
下
俄
奉
頼
候
以
上
。

巳
（
咸
豊
七
年
、

頭

八
重
山
岨

在
番

一
八
五
七
）
十
月

嘉
手
納
親
雲
上

与
那
原
親
方
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⑳ 

頭

八
重
山
嶋在

番

巳 巳
（
咸
豊
七
年
、

右
願
出
之
通
被
仰
付
被
下
度
奉
存
候
以
上
。

（
咸
豊
七
年
、

巴
（
威
豊
七
年
、

一
八
五
七
）
十
月

一
八
五
七
）
十
月

本
文
逐
披
露
、
現
勤
日
数
七
拾
三
日
完
之
勤
星
被
成
下
候
間
、
其
首
尾
方
可

被
申
渡
候
以
上
。

一
八
五
七
）
十
月

同
治
十
三
年
(
-
八
七
四
）
（
富
川
親
方
八
重
山
島
規
模
帳
）

一
、
塩
之
義
、
日
用
難
差
欠
品
二
而
、
野
底
・
古
見
・
西
表
三
ヶ
村
井
右
外
所

右
通
伝
受
仕
置
候
相
違
無
御
座
候
以
上
。

嘉
手
納
親
雲
上

与
那
原
親
方

八
重
山
嶋
頭
足

古
見
首
里
大
屋
子

泊
村渡

久
地
筑
登
之

⑫
 

々
二
而
焼
出
有
之
候
処
、
位
悪
敷
、
諸
雑
費
も
多
有
之
由
二

而
、
専
諸
船

船
頭
•
水
主
共
持
下
候
を
高
直
二
而
買
取
、
用
弁
相
達
、
年
々
代
穀
及
過

分
、
嶋
中
之
不
益
不
少
事
候
。
焼
様
漸
々
取
覚
候
ハ
ハ
、
諸
雑
費
少
、
位

茂
宜
、
嶋
中
之
重
宝
可
相
成
候
条
、
以
来
右
村
々
二
不
限
、
可
致
相
応
場

所
者
、
各
曖
役
人
下
知
方
を
以
、
手
広
焼
出
さ
せ
、
嶋
用
相
達
候
様
可
取

計
事
。附

。
奉
公
人
共
二
茂
、
勝
手
次
第
焼
出
、
致
商
売
候
様
可
申
付
候
也
。

塩
は
日
常
必
需
品
で
、
そ
の
自
給
度
を
高
め
る
こ
と
は
民
生
の
安
定
化
に
不
可
欠

で
あ
っ
た
。
王
府
は
鍋
焼
（
煎
熟
法
）
か
ら
干
塩
（
日
晒
法
）
へ
の
技
術
革
新
を
図

り
つ
つ
、
八
重
山
嶋
に
お
け
る
塩
の
自
給
体
制
を
確
立
し
よ
う
と
考
え
た
が
、
塩
田

に
適
し
た
干
潟
が
少
な
く

、
こ
た
う
潟
（
名
蔵
湾
南
東
部
ク
ー
ド
ー
浜
）
•
野
底
村
・

古
見
村

・
西
表
村
等
数
箇
所
に
限
ら
れ
た
こ
と
、
人
夫
費
が
か
さ
む
こ
と
、
台
風
な

ど
で
製
塩
施
設
が
し
ば
し
ば
破
壊
さ
れ
た
こ
と
、
塩
を
焼
く
と
大
風
が
吹
く
と
信
ぜ

ら
れ
て
い

た
こ
と
な
ど
の
理
由
で
、
そ
の
試
み
は
い
ず
れ
も
失
敗
に
帰
し
た
。
結
局

大
和
人
や
船
頭
•

水
主
が
商
売
用
に
持
ち
下
る
高
値
の
塩
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
ず
、

塩
一
升
は
米
一
升
五
合
或
い
は
二
升
の
引
き
合
い
で
取
引
さ
れ
（
一
七
五
九
年
）
、

そ
の
代
米
は
、
年
間
八

0
0石
余
に
達
し
た
の
で
あ
る
(
-
七
六
八
年
）
。
こ
う
し

た
状
況
は
明
治
期
ま
で
改
善
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

明
治
二
十
六
年
(
-
八
九
―
―
-
)
（
庶
務
書
類
綴
）

塩
田
着
手
及
将
来
起
ス
ベ
キ
濱
地
箇
所
反
別

本
群
島
ニ
ハ
未
ダ
完
全
ナ
ル
製
塩
業
ヲ
起
シ
タ
ル
者
ナ
、
ソ
。
尤
モ
ニ
三
ノ
起
業

者
ア
リ
シ
ト
雖
モ
総
テ
鍼
水
ヲ
直
二
煎
尽
蒸
発
、
ソ
テ
結
晶
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ニ
シ

-86 -



シ
テ
其
面
積

ハ

テ
彼
ノ
塩
田
即
チ
打
潮
ョ
リ
製
ス
ル
モ
ノ
ア
ラ
ザ
リ
シ
ナ
リ
斯
ク
製
塩
ノ
業
開

ケ
ザ
ル
モ
一
万
五
千
余
ノ
人
ロ
ヲ
以
テ
須
央
モ
欠
ク
ペ
カ
ラ
ザ
ル
勿
論
ナ
ル
ガ

故
二
総
テ
之
ガ
供
給
ヲ
那
覇
二
仰
ゲ
リ
然
レ
ド
モ
交
通
不
便
ノ
土
地
柄
ナ
レ
バ

時
ト

シ
テ
払
底
若
ク
ハ
欠
乏
ス
ル
ノ
恐
ア
リ
去
辿
完
全
ナ
ル
塩
田
業
ヲ
起
ス
ハ

多
ク
ノ
資
本
ヲ
要
ス
ル
ヲ
以
テ
彼
是
其
必
要
卜
利
益
ノ
如
何
卜
燃
料
ノ
饒
カ
ナ

ル
ト

ニ
依
リ
倦
杜
鍼
水
煎
熟
ノ
策
二
出
タ
ル
モ
ノ
ノ
如
シ
是
等
ハ
固
ョ
リ
広
大

ナ
ル
土
地
ヲ
要
セ
ザ

ル
勿
論
ナ
ル
カ
故
二
概
、
ッ
テ
ニ
三
千
坪
ノ
地
面
ヲ
拝
借
ス

将
来
起
コ
ス
ペ
キ
塩
田
業
二
適
当
ナ
ル
濱
地
ノ
箇
所
ハ
屈
指
ス
ル
ニ
モ
足
ラ
ザ

ル
ナ
リ
然
レ
ド
モ
聞
見
上
ョ
リ
シ
テ
適
当
ナ
リ
ト
想
像
ス
ル
箇
所
二
至
テ
ハ
其

数
少
ナ
カ
ラ
ズ
元
来
本
群
島
ハ
珊
瑚
礁
ョ
リ
組
成
セ
ラ
レ
タ
ル
ヲ
以
テ
濱
地
多

分
ハ
白
砂
ニ
シ
テ
概
シ
テ
珊
瑚
石
ノ
粉
末
ナ
ル
カ
故
二
如
何
二
潮
水
ヲ
散
布
ス

ル
モ

日
光
ノ
為
二
塩
分
ノ
凝
着
ス
ル
極
メ
テ
僅
少
ニ
シ
テ
収
支
相
償
ハ
ザ
ル
ガ

故
二
是
等
ノ
土
地
ヲ
塩
田
ト
ナ
サ
ソ
カ
多
ク
ノ
資
本
卜
労
カ
ト
ヲ
要
ス
ペ
シ
其

最
モ
適
当
ナ
ル
濱
地
ハ
宮
良
間
切
高
那
村
（
西
表
島
内
）

大
凡
壱
百
五
拾
町
歩
余

ノ
内
野
原
ノ
海
濱
ニ

ナ
ル
ベ
シ
然
シ
テ
該
濱
ハ
新
地
層
ナ
ル
珊
瑚
石
等
ノ
破
砕
ン
ク
ル
細
砂
ニ
ア
ラ

ザ
ル
ヲ
以
テ
塩
分
ノ
歩
留
十
分
ナ
ル
ベ
シ
然
レ
ド
モ
目
下
満
潮
ノ
時
二
此
濱
地

一
面
ノ
潮
水
ヲ
以
テ
浸
ス

カ
故

二
長
大
ナ
ル
堤
防
ノ
築
造
ヲ
要
ス
ル
ナ
リ
此
他

ニ
於
テ
恐
ラ

ク
如
斯
製
塩
場
二
適
当

ニ
シ
テ
且
平
坦
広
大
ナ
ル
濱
地
ナ
カ
ル
ペ

シ
ト
信
ズ
ル
ナ
リ

「
明
治
（
自
二
十
三
年
至
二
十
五
年
）
三
ヶ
年
間
輸
出
入
重
要
物
産
調
査
表
」
に

ル
ニ
過
ザ
リ

シ

塩

四

馬

艦

（
二
十
三
年
）

1
0
 0
円

よ
れ
ば

、

塩
は
焼
酎
・

素
麺
•

石
油
・

茶
・
白

糖
・

昆
布
等
と
と
も
に
重
要
輸
入
物

産
物
の
―
つ
に
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
年
間
の
輸
入
星
額
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

二
七
五
石

（
二
十
四
年
）

1
0三
八
円

二
九
一
石

（
二
十
五
年
）

八
八
二
円

三
九
四
石

こ
れ
を
輸
出
物
産
の
米
と
比
較
す
る
に
、
例
え
ば
明
治
二
十
一
＿
一
年
に
お
け
る
米
の

輸
出
薩
は
一
七
三
九
石
で
総
額
一

0
四
三
四
円
、
米
塩
一
石
あ
た
り
の
値
段
は
そ
れ

ぞ
れ
米
五

・
八
九
八
円
、
塩
四
円
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
梅
公
氏
乗
船
積
載
の
塩
は
島
内
商
販
用
と
し
て
乗

員
が
那
覇
で
大
呈
に
買
い
付
け
た
も
の
で
、
そ
の
供
述
内
容
に
は
一
応
の
信
憑
性
が

認
め
ら
れ
よ
う
。
な
お
一
七

0
0年
代
中
期
ご
ろ
成
立
し
た
と
み
ら
れ
る
『
御
当
国

御
高
並
諸
上
納
里
積
記
』
に
は
「
那
覇
泊
潟
原
塩
上
納
之
事
」
と
し
て
次
の
記
事
が

が
あ
る
。涅

原
塩
之
儀
、
泉
崎
村
塩
浜
親
雲
上
、
大
和
塩
之
焼
様
致
伝
授
、
康
熙
三
十
三

年
甲
戌
年
（
一
六
九
四
年
）
潟
原
二
塩
焼
所
見
立
、
及
訴
訟
、
御
免
を
以
、
初

て
焼
出
、
翌
乙
亥
（
一
六
九
五
）
よ
り
塩
上
納
を
も
仕
来
候
（
下
略
）
。

馬
艦
船
の
建
造
技
術
は
中
国
伝
来
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
は

っ
き
り
し
な
い
。
た
だ
前
述
の
よ
う
に
薙
正
八
年
(
-
七
三

0
)
に
は
宮
古

・
八
重

山
の
地
船
を
馬
艦
の
法
式
に
改
め
る
よ
う
指
令
し
、
翌
九
年
か
ら
順
次
建
造
に
着
手
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右
御
返
答
為
申
上
、
如
此
御
御
座
候
以
上
。

亥
（
薙
正
九
年
、

御
物
奉
行
所

一
七
三
一
）

四
月
五
日

八
重
山
嶋
在
番

破
名
城
里
之
子
親
雲
上

し
た
も
よ
う
で
あ
る
。
在
来
船
は
和
船
タ
イ
プ
の
大
型
船
で
走
行
性
安
定
性
に
欠
け
、

海
難
事
故
が
あ
い
つ
い
だ
。
こ
の
た
め
人
命
尊
重
、
公
物
損
耗
防
止
の
た
め
に
外
洋

航
行
に
適
し
、
且
つ
建
造
費
の
安
く
つ
く
馬
艦
へ
の
き
り
換
え
が
急
が
れ
た
の
て
あ

る。

覚
（
参
遣
状
）

一
、
両
先
嶋
船
之
儀
、
此
中
之
作
様
二
而
ハ
、
別
而
不
達
者
二
有
之
。
時
々
漂
流

或
ハ
致
破
損
、
人
命
相
廃
リ
事
候
間
、
向
後
馬
艦
作
二
相
改
候
而
者
、
何
様

可
有
之
哉
与
、
両
嶋
渡
合
之
役
人
共
江
段
々
御
尋
之
上
、
唐
船
太
工
江
茂
考

被
仰
付
候
処
、
八
重
山
嶋
之
儀
、
松
無
之
、
拷
木
二
而
作
事
之
筈
候
得
者
、

総
体
ハ
馬
艦
作
二
而
、
棚
之
付
様
さ
し
物
ハ
、
当
嶋
の
仕
様
二
而
可
相
済
由

申
出
候
。
左
候
得
者
、
馬
艦
作
二
召
成
、
海
上
乗
能
罷
成
儀
二

候
ハ
ハ
、
題

目
人
命
之
助
二
相
成
、
且
又
御
用
物
無
滞
届
上
候
儀
、
頂
上
之
儀
二
御
座
候

間
、
向
後
馬
艦
作
二
申
可
渡
由
、
段
々
被
仰
下
候
趣
、

奉
得
其
意
候
。

一
、
先
嶋
之
儀
、
楠
木
無
之
、
御
国
元
よ
り
御
達
被
下
候
処
、
其
御
地
茂
唐
船
井

楷
船
棚
用
之
木
有
少
ク
、
乍
漸
相
済
事
候
。
地
船
小
ク
相
成
候
得
ハ
、
楠
木

も
永
々
相
続
御
考
二
候
問
、
今
一
艘
ッ
ツ
作
重
、
毎
年
三
艘
ッ
ツ
差
登
せ
候

様
二
与
、
委
細
之
御
書
付
具
奉
得
其
意
候
。

右
宮
古
・
八
重
山
両
嶋
船
之
儀
、
馬
艦
作
被
召
改
、
此
節
宮
古
船
作
事
仕
候
。

手
初
之
事
候
間
、
私
茂
立
合
致
下
知
候
様
被
仰
下
趣
、
奉
得
其
意
候
。
然
者
入

目
之
儀
取
立
候
得
者
、
於
其
御
地
総
太
工
考
二
も
致
相
違
、
地
船
入
目
よ
り
ハ

抜
群
可
引
入
与
相
考
候
処
、
左
程
之
替
無
之
二
付
、
妥
元
罷
渡
候
太
工
阿
波
連

筑
登
之
親
雲
上
江
相
尋
候
得
者
、
当
嶋
細
工
人
い
ま
だ
手
馴
不
申
、
尤
楷
木
ハ

過
半
堵
木
故
、
手
ぬ
る
＜
有
之
候
上
、
釘
目
一
々
穿
候
二
付
而
、
手
隙
を
込
申

由
、
尤
之
儀
二
存
候
。
私
茂
毎
日
出
合
、
入
目
等
芳
諸
事
之
費
無
之
様
、
随
分

致
下
知
候
得
共
、
右
通
遣
込
申
候
。
雖
然
馬
艦
作
之
儀
、
此
節
不
残
嶋
太
工
江

稽
古
成
就
為
仕
候
。
乍
此
上
若
不
覚
も
可
有
之
哉
与
、
当
嶋
楷
立
、
来
年
作
事

廻
二
而
候
得
共
、
嶋
太
工
共
稽
古
之
為
二
請
込
作
事
為
致
、
阿
波
連
筑
登
之
親

右
同

一
、
下
鉄
弐
千
四
百
拾
六
斤
百
匁
壱
分
壱
厘
四
毛

右
同

一
、
千
割
鉄
三
千
五
百
斤

宮
古
地
船
作
事
料

一
、
米
三
百
四
拾
三
石
壱
斗
八
舛
弐
合
八
勺
弐
才
起

右
同

一
、
古
釘
八
百
八
拾
五
斤
八
拾
目

右
同

一
、
千
割
鉄
弐
千
六
拾
八
斤
百
拾
弐
匁
七
分
七
厘

此
節
宮
古
馬
艦
作
事
料

一
、
米
弐
百
拾
石
四
斗
八
舛
弐
合
五
勺
壱
才
起

覚

（
参
遣
状
）
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薩
摩
上
国
使
者
乗
船
及
び
両
先
嶋
の
公
用
船
等
に
は
、
唐
漂
着
の
こ
と
を
あ
ら
か

じ
め
想
定
し
て
、
呈
文
の
文
案
集
を
携
行
せ
し
め
た
。
こ
れ
は
標
流
の
際
、
当
該
地

の
地
方
長
官
（
大
老
爺
）
に
提
出
す
る
公
式
の
文
書
で
、
『
唐
国
江
漂
着
之
時
漢
文

認
様
呈
書
集
』
ま
た
は
単
に
『
漢
文
』
の
表
題
を
付
し
て
あ
る
。
両
先
嶋
の
場
合
は

新
在
番
人
が
下
庫
理
に
お
い
て
こ
れ
を
受
領
し
持
ち
下
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
『
漠
文
』

の
奥
書
に
、

右
ケ
条
之
趣
、
具
二
得
其
意
、
自
然
之
時
、
無
越
度
相
計
候
様
、
上
国
之
面
々
井

先
島
在
番
人
江
於
下
庫
理
二
為
致
拝
見
写
取
持
渡
候
様
可
被
申
渡
者
也
。

五

呈
文

雲
上
・
金
城
筑
登
之
親
雲
上
江
見
分
候
処
、
少
も
不
足
無
之
由
申
出
候
。
以
後

船
作
事
之
硼
者
、
御
国
元
太
工
不
構
可
相
調
与
、
頂
上
之
俄
御
座
候
。
蒲
以
エ

相
続
候
ハ
ハ
、
猶
以
作
事
料
も
相
減
可
申
哉
与
相
談
仕
候
。
右
之
趣
御
問
合
為

可
申
上
如
此
御
座
候
以
上
。

亥
（
薙
正
九
年
、

御
物
奉
行
所

l

七
三
一
）

四
月
五
日

馬
艦
船
は
そ
の
後
一
七
七
五
年
に
前
任
接
貢
船
船
頭
与
那
嶺
・
エ
師
石
川
等
に
よ

っ
て
改
良
が
加
え
ら
れ
（
『
球
陽
』
）
、
そ
の
性
能
耐
久
性
を
さ
ら
に
向
上
さ
せ
、
近

世
漕
運
船
の
主
流
を
占
め
る
こ
と
と
な

っ
た
。

八
重
山
嶋
在
番

破
名
城
里
之
子
親
雲
上

乾
隆
十
八
年
（
一
七
五
三
）
癸
酉
四
月

御
双
紙
庫
理

右
之
通
被
仰
渡
候
間
、
上
国
人
井
先
島
在
番
人
被
仰
付
候
ハ
ハ
、
早
速
召
寄
為
致

拝
見
写
取
持
渡
候
様
可
申
達
候
。
左
候
而
拝
見
致
候
段
、
即
々
首
尾
可
申
出
候
。

柳
疎
意
有
之
間
敷
候
以
上
。

と
あ
る
。
梅
公
氏
一
行
が
此
の
種
の
文
案
を
持
参
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
＜

な
い
。
『
漢
文
』
に
は
十
種
類
の
文
案
を
収
め
て
あ
る
。
例
え
ば
梅
公
氏
漂
流
は
「
御

国
元
よ
り
帰
帆
之
硼
、
逢
逆
風
、
洋
中
及
難
儀
、
船
具
相
損
、
唐
国
漂
着
、
外
山
杯

ニ
致
破
船
、
荷
物
濡
掛
リ
候
ハ
ハ
売
払
、
其
所
之
船
相
雇
、
福
建
江
送
届
被
下
度
訟

書
差
出
可
然
候
」
と
あ
る
場
合
に
相
当
す
る
。
そ
の
文
例
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

具
稟
琉
球
国
属
八
重
山
島
難
夷
ム
等
為
格
外
施
恩
以
憔
遠
人
事
切
難
民
某
等
ム

月
ム
日
前
抵
琉
球
那
覇
地
方
投
納
賦
税
事
竣
回
島
之
時
洋
中
徒
遇
狂
風
猛
起
口

大
作
壊
損
槙
根
漂
入

貴
轄
外
山
距
想
船
身
衝
礁
壊
損
通
船
ム
十
余
名
将
陥
溺
死
之
地
幸
沐

上
帝
指
導
上
岸
活
命
無
致
逆
死
更
得
捜
取
漂
流
貨
物
都
是
潮
泊
湿
時
蒙

勢
頭

四
月

高
宮
城
里
之
子
親
雲
上

田
里
親
雲
上

評
定
所
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琉
球
国
難
人
ム
等
謹
具

の
琉
球
人
墓
碑
の
紹
介
」
『
浦
添
市
立
図
書
館
紀
要
』

八
重
山
西
表
親
雲
上
梅
公
氏
墓

一
九
八
九
年
）

乾
隆
二
十

一
年
丙
子

な
お
王
府
借
上
の
民
間
商
船
の
場
合
、
船
の
修
甫
料
そ
の
他
の
諸
経
費
に
つ
い
て

は
存
留
役
よ
り
貸
し
付
け
、
帰
帆
の
後
返
済
せ
し
め
た
。
『
参
遣
状
』
に
、

一
、
御
当
国
中
之
船
、
唐
漂
着
候

ハハ

、
存
留
井
役
者
中
江
申
出
、
御
物
濡
廃
無

之
様
致
格
護
、
自
物
共
現
品
可
持
戻
候
。
尤
長
々
格
護
難
成
品
者
、
存
留
江

申
出
、
勢
頭
・
大
夫
差
図
次
第
何
分
支
配
可
致
候
。
就
中
商
売
仕
候
儀
、
跡

々
よ
り
御
禁
止
被
仰
渡
置
候
通
、
堅
固
可
相
守
候
。
右
二
付
本
船
修
甫
不
仕

候
而
不
叶
候

ハ
ハ
、
存
留
井
役
者
中
江
申
出
、
差
図
を
請
、
修
甫
可
相
渡
候
。

右
船
修
甫
料
井
漂
着
之
儀
二
付
而
遣
銀
飯
米
等
諸
入
料
銀
、
帰
帆
次
第
船
主

立 琉
球
国

ハ
月
初
六
日

貴
国
大
老
爺
賜
食
充
餓
造
屋
棲
身
父
母
之
恩
曼
天
岡
極
銘
記
難
忘
荘
不
描
愚
昧
冒

漬
者
深
懐
恐
濯
惟
是
小
可
湿
貨
不
忍
堆
置
一
所
而
致
爛
朽
無
用
万
望

大
老
爺
格
外
開
恩
垂
察
苦
情
恩
准
就
地
公
乎
買
売
更
祈
遣
船
揖
解
送
福
州
以
便
附

搭
貢
船
回
子
本
籍
則
此
恩
此
徳
千
秋
頂
祝
不
設
突
切
稟

同
治
ム
年
ム
月
ム
日

こ
の
ほ
か
疱
癒
に
感
染
し
た
と
き
の
医
師
派
遣
要
請
、
病
死
の
際
の
埋
葬
許
可
願

等
の
案
文
が
あ
る
。
今
回
の
漂
流
で
は
梅
公
氏
西
表
首
里
大
屋
子
等
「
拾
人
余
」
が

疱
癒
の
た
め
客
死
し
て
い
る
が
、
「
呈
文
集
」
を
持
参
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ

に
も
と
づ
い
て
文
書
を
作
成
提
出
し
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
現
存

す
る
梅
公
氏
の
墓
碑
に
は
次
の
ご
と
く
誌
さ
れ
て
い
る
。
（
高
良
倉
吉
「
中
国
所
在

八
重
山
嶋

在
番

一
七
六
四
）
十
一
月

船
頭
共
江
返
上
方
被
仰
付
候
間
、
可
成
限
ハ
御
銀
入
無
之
様
申
出
、
存
留
役

者
よ
り
相
渡
候
銀
高
二
而
、
修
甫
相
調
、
帳
相
総
、
存
留
江
可
差
出
候
。
尤

諸
入
料
委
細
取
/
置
‘
早
速
上
納
可
致
候
。

但
上
納
方
相
滞
候
ハ
ハ
、
家
財
妻
子
欠
所
二
而
上
納
可
申
付
候
。
尤
及
破

船
、
荷
物
等
無
之
、
身
す
か
ら
二
相
成
候
ハ
ハ
、
御
法
様
之
通
、
在
所
在

嶋
相
届
候
迄
之
飯
米
、
御
物
よ
り
被
下
候
。

右
者
船
々
諸
方
往
還
之
節
、
船
具
等
無
不
足
致
用
意
、
船
乗
方
之
儀
、
専
日

和
見
合
、
時
分
不
取
後
様
段
々
被
仰
渡
置
候
趣
在
之
候
処
、
其
守
達
無
之
、

到
比
年
二
者
、
唐
井
諸
所
標
着
、
段
々
御
厄
害
二
相
成
、
甚
以
不
然
事
候
間
、

向
後
能
々
日
和
之
致
吟
味
、
船
具
等
不
足
無
之
様
可
被
申
渡
候
。
自
然
依
風

並
不
意
二
漂
着
候
ハ
ハ
、
右
ヶ
条
之
通
柳
無
緩
疎
相
守
候
様
、
堅
可
申
渡
候
。

此
旨
御
差
図
二
而
候
以
上
。

申
（
乾
隆
―
―
十
九
年
、

と
あ
る
。
返
済
で
き
な
い
場
合
は
家
財
妻
子
没
収
と
あ
る
か
ら
、
漂
流
も
容
易
な
こ

と
で
は
な
い
。
公
用
船
の
場
合
は
、
船
の
修
甫
料
そ
の
他
中
国
側
が
負
担
し
た
。

「
参
考
文
献
」

宮
田
俊
彦
著
『
琉
球
・
清
国
交
易
史
』
（
第
一
書
房
）

嘉
陽
田
親
雲
上

伊
舎
堂
親
方
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